
「生活支援員」として地域で活動してみませんか？ 

－ 日常生活自立支援事業 － 

 

 

 

 

 

 

 

地域でお困りの方が安心して生活するために、お手伝いしていただける「生活支援員」を募集しています 

・金融機関にて生活費や福祉サービス利用料等の払い戻しを行います。 

・利用者の自宅や施設を訪問し、生活費を渡し、利用者の様子を確認します。 

・施設や病院を訪問し、利用料を支払います。 

 

・吉岡町内在住で６９歳未満の方 

・普通自動車運転免許をお持ちの方 

・生活支援員として月１～２回程度、 

１回につき１時間～1時間 30分程度活動可能な方 

・守秘義務を守り、利用者の生活援助に 

責任をもって取り組んでくださる方 

吉岡町社会福祉協議会

TEL：0279-54-3930 
住所：吉岡町南下 1333-4 

受付時間 8：30～17：15（月曜～金曜）祝日除く 


